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ク マ に ご 注 意 を 

８月 26日午後 5時 30分ごろ、八木沢字上八木沢地内でクマが目撃

されました。村への一時立ち入りの際には次のことにご注意ください。 
○日中でもヤブや林などの薄暗い場所には近づかない。 

○音の出るものを携帯し、クマに自分の存在を知らせる 。 
○子グマを見たら立ち去る。近くに母グマがいる可能性があります。 

※村内でクマを目撃した場合や痕跡を見つけた場合は、復興対策課農
政係へ連絡してください。 

問 復興対策課農政係（飯舘村本庁舎☎0244-42-1621） 

賠償等説明会の資料配布についてのお詫び 
村から皆さんに配布した賠償等説明会の資料は、７月 24日から８

月６日に開催した説明会の資料であります。説明会に出席されなかっ
た方へも、賠償の参考のために全戸配布したものです。 

説明なく資料を配布し、村民の皆さまにご迷惑をおかけしましたこ
とにお詫び申し上げます。 

□問生活支援対策課商工労政係（飯野出張所☎024-562-4232） 

県復興公営住宅入居者の再々募集中です 
県では、平成 27 年３月入居予定の福島市の宮代地区及び笹谷地区

に整備している復興公営住宅の入居者の再々募集しています。 
○対 象 者：平成 23年３月 11日時点で飯舘村民であること 

○募集期間：９月 30日（火）まで（９月１日募集開始） 

○募集戸数：16戸 

北信団地 20号棟    ：10戸 福島市宮代字乳児池 71 周辺 
笹谷団地８・９号棟： ６戸 福島市笹谷字南田６  周辺 

※ 住宅の詳細は、別添資料をご覧ください。 
【問い合わせ先】 
福島県復興公営住宅入居支援センター 
〒960-8043福島市中町８－２【福島県自治会館６階】 

☎ ０２４－５２２－３３２０【専用ダイヤル】 
受付時間：８：30～17：15（土日、祝日を除く） 

償還
しょうかん

払いで受診する健康診査のご案内 

県内外の遠方避難のため、村の集団健診及び指定医療機関で健康診

査を受診できない方は、受診後に村が健診費用を支払う「償還払い」

で受診することができます。ご希望の方は、必要書類を送付しますの

でお申し込みください。 

 

 

 

 

○受診期間：平成 26年 11月 30日（日）まで 

○申し込み方法：償還払いでの健診を希望する理由及び希望する健診

項目を申し出ください。 

※以下の理由は該当しません。①申し込まずに医療機関を受診した場

合②福島市・相馬郡の指定医療機関で健診期間中に受け忘れて受診し

なかった場合③指定医療機関ではなく、かかりつけ医で受診した場合 

問健康福祉課健康係（飯野出張所☎024-562-4224） 

「秋の全国交通安全運動」が始まります  
スローガン「小さくても 大きな安全 反射材」 

 ９月 21 日から 30 日までの 10 日間「秋の全国交通安全運動」が行
われます。ドライバーの皆さんは交通ルールとマナーを守り、思いや

りのある運転をお願いします。 
◆運動の重点 

(1)夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

(2)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

(3)飲酒運転の根絶  

問住民課住民係（飯野出張所☎024-562-4241） 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

被災家屋等の対応につい て 
荒廃・倒壊した建物、倒壊しそうな建物の対応についてお知らせし

ます。 

①避難に伴い、所有者が管理できなかった等により荒廃した建物や倒
壊した建物･倒壊しそうな建物について、村が調査した時点で半壊以上と

見なした家屋等を災害廃棄物等とし、国が解体･片付け・撤去します。 

※撤去は、更地までとし、一部分の解体はいたしません。 

②対象となる建物は、母屋・納屋・倉庫・車庫・農業用大型パイプハウス・
農業用小型パイプハウス等です。 

③敷地からの搬出は、屋外残置物用の仮置場の空き状況等を見ながら、
順序立てて必ず収集します。 

④農業用小型パイプハウスは除染作業時に除染業者が解体し、敷地内の
一角に片付けますので、一時保管をお願いします 

⑤今後、国が受付できるようになりましたら、改めて申請のご案内を
いたしますので、それまで、お待ちください。 

※所有者が建物を業者に依頼して解体した場合は、「産業廃棄物」となり、
国では撤去することができません。 

問除染推進課除染係（飯舘村本庁舎☎0244-42-1625） 

国民健康保険被保険者証の更新について  
 現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は 9月 30日です。新し 
い被保険者証（緑色）を世帯主宛に郵送いたします。10月１日までに

届かない場合はご連絡ください。 
 なお、社会保険に加入したのに国民健康被保険者証が届いた方は、 

国民健康保険資格喪失の手続きをお願いします。手続き等について不 
明な点はお問い合わせください。 

問健康福祉課健康係（飯野出張所☎024-562-4216） 

東電損害賠償に関する無料弁護士個別相談会 
村は、村民の皆様を対象に、東電損害賠償に関する村顧問弁護士に

よる無料個別相談会を行っています。前日までの予約制ですので、事

前に商工労政係へお申し込みください。 

問生活支援対策課商工労政係（飯野出張所☎024-562-4232） 

ふれあい いいたてウォーキング交流会 

村では、村民の交流と運動機会を提供し、心身の健康維持増進を図

るためウォーキング交流会を実施します。 

○日時…平成 26年 10月５日(日) 午前 10時 浄土平駐車場集合 

○場所…浄土平鎌沼とその周辺 

○参加資格・募集人数…小学校４年生以上 30名 

○申し込み締切…９月 30日（火） 

○日 程… ウォーキング 午前 10 時～午前 11 時 30 分（１時間 30 分程度） 

天文台見学 午前 11時 30分～午後 12時 

お話 浄土平天文台長 豊島直紀さん 

○昼食・解散…午後 12時から午後 1時 30分 

参加申し込み 生涯学習係まで電話か FAXでお申し込みください。 

（飯野出張所☎024-562-4240 FAX024-562-2466） 

日  程 会 場 時  間 

10 月２日(木) 

飯舘村役場 

飯野出張所 

３階 会議室 

午後１時 30 分～午後４時 30 分 

(１人 30 分以内、完全予約制） 

①午後１時 30 分 ～ ②午後２時 

③午後２時 30 分 ～ ④午後３時 

⑤午後３時 30 分 ～ ⑥午後４時 
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いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル 
 家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）やその他の
家電製品は、使い終わったら正しくリサイクルしましょう。 

１．粗大ごみや不用品の処分は、ルールに従って行いましょう。 
処分方法について分からない場合は、市町村に確認しましょう。 

２．廃品回収業者が無料回収をうたっていても、回収時に料金を
請求されるケースがあるので注意しましょう。 

３．一般廃棄物の収集・運搬は市町村の許可を受けた事業者しか
行えません。安易に廃品回収業者に処分を依頼することは、トラ

ブルや不法投棄の元になりやすいので注意しましょう。 

問住民課住民係（飯野出張所☎024-562-4241） 

役場 



ほ ね 太 元 気 教 室 開 催 
今年度村では、「ほね太元気教室」を開催します。骨密度は、年齢

とともに減少し、骨折・寝たきりの原因となります。しかし、食事や

運動に気をつけることで骨密度を改善・維持することも可能です。こ

の機会に生涯健康でいるために、生活習慣を見直してみませんか。 

○日時：平成 26年 9月 19日（金） 午前 10：00～午後 12：30 

○場所：飯舘村役場飯野出張所 2階大会議室 
   （講話の後、調理室にて調理実習を行います。） 

○内容：骨に関する健康講話、軽運動の紹介 
    調理実習「パインのアップサイドダウンケーキ」 

持ち物：健康診断の結果通知書、エプロン、三角巾 
受講料：無料 

参加希望の方は、平成 26年 9月16日までに健康係まで、お電話にてお申

込みください。 

問健康福祉課健康係（飯野出張所☎024-562-4224） 

行政区の放射線測定値  
村が独自に計測した各行政区の１時間当たりの大気中放射線測定

値は次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化
します。単位は全て㍃シーベルト/時となります。 
※は除染が終了した箇所です。 
【農地】（地上から１m及び 1cmの高さで測定） 

行政区 小字地内 
 8月 14日 7月 31日 

1ｍ 1cｍ 1ｍ 1cm 

１ 草野字大谷地地内 1.25 1.53 1.41 1.72 

２ 深谷字原前地内 1.63 1.94 1.73 2.13 

３ 伊丹沢字山田地内 1.70 2.12 1.91 2.28 

４ 関沢字中頃地内 1.76 1.72 2.13 2.76 

５ 小宮字曲田地内 2.05 2.18 2.43 2.83 

６ 八木沢字上八木沢地内 1.13 1.37 1.18 1.47 

７ 大倉字湯舟地内 0.70 0.87 0.73 0.96 

８ 佐須字佐須地内 1.26 1.63 1.40 1.76 

９ 草野字柏塚地内 1.34 1.62 1.47 1.57 

10 飯樋字下桶地内地内 1.75 2.64 1.91 2.65 

11※ 飯樋字一ノ関地内 0.85 1.02 0.68 0.72 

12※ 飯樋字笠石地内 0.76 0.82 0.82 0.84 

13 飯樋字原地内 1.32 1.36 1.40 1.54 

14 比曽字比曽地内 2.05 2.61 2.31 2.54 

15 長泥字長泥地内 4.16 5.60 4.55 6.23 

16 蕨平字木戸地内 1.22 1.11 1.58 1.53 

17※ 松塚字神田地内 0.66 0.73 1.58 1.73 

18※ 臼石字町地内 0.52 0.51 0.56 0.58 

19 前田字福田地内 1.64 2.06 1.71 2.04 

20※ 二枚橋字町地内 0.35 0.34 0.41 0.37 

【宅地】（地上から１m及び 1cmの高さで測定） 

行政

区 
小字地内 

8月 14日 7月 31日 

1ｍ 1cm 1ｍ 1cm 

１※ 草野字大師堂地内 0.76 0.85 0.83 0.86 

２ 深谷字大森地内 1.45 2.58 1.73 2.76 

３ 伊丹沢字山田地内 1.87 2.35 1.95 2.09 

４ 関沢字中頃地内 2.34 4.14 2.76 3.78 

５ 小宮字曲田地内 1.61 2.26 1.72 2.34 

６ 芦原白金地内 1.64 2.45 1.84 2.71 

７ 大倉字大倉地内 0.72 0.84 0.73 0.85 

８ 佐須字虎捕地内 2.08 2.94 2.07 3.15 

９ 草野字大坂地内 1.94 3.60 2.03 4.11 

10※ 飯樋字町地内 0.87 0.93 0.98 1.05 

11 飯樋字割木地内 1.83 3.09 2.03 3.36 

12 飯樋字笠石地内 2.00 2.84 2.03 2.73 

13※ 飯樋字宮仲地内 0.61 0.52 0.87 0.76 

14 比曽字中比曽地内 3.03 4.04 3.22 4.36 

15 長泥字曲田地内 2.73 6.05 2.73 6.46 

16※ 蕨平字蕨平地内 0.91 0.87 1.26 1.31 

17 関根字押木内地内 1.73 2.26 2.04 2.40 

18※ 臼石字菅田地内 0.54 0.83 0.58 0.87 

19 前田字古今明地内 1.66 2.37 2.26 3.07 

20※ 須萱字水上地内 0.26 0.30 0.26 0.36 

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ  

高齢者肺炎球菌の予防接種が、10月から定期接種に変わります。 

肺炎は、高齢者がかかると重症化しやすいため、予防することが大切です。
対象者には、９月中に個別にお知らせしますので、ぜひ接種してください。 

○対 象 者…①飯舘村に住所を有し、今年度 65･70･75･80･85･90･95･
100歳になる方、101歳以上の方で、過去５年間に高齢者肺

炎球菌ワクチン接種していない方 
②60歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器等の疾

患があり身体障害者１級程度の者（②対象者には、特に個
別通知はしませんので、接種希望の方は健康福祉課まで

申込みください。） 
※平成 23年度以降の村の接種台帳に基づき、上記①の対

象者で未接種者の方にのみご案内をいたします。 
○接種時期…平成 26年 10月１日から  ※自己負担…なし 

○接種場所…福島県内の医療機関 
※県外で接種する方は事前にお問い合わせください。 

○申込み方法…ワクチンがない場合もありますので、事前に必ず接種希望の 
医療機関に申込みください。 

問健康福祉課健康係（飯野出張所☎024-562-4224） 

水痘（水ぼうそう）予防接種のお知らせ  

10月から、水痘（水ぼうそう）予防接種が、定期接種に変わります。対象

者には、９月中に個別にお知らせしますので、必ず接種してください。 
○対象者と必要接種回数 

①生後１歳から３歳未満：２回接種 
②生後３歳から５歳未満：１回接種（※経過措置として平成 26 年度のみ対象) 

※すでに水痘にかかったことがある方、必要な回数を接種した方は、
新たに追加接種する必要はありません。 

○接種時期…平成２６年 10月１日から ※自己負担…なし 
○接種場所…福島県内の医療機関 

※県外で接種する方は事前にお問い合わせください。 
○申込み方法…ワクチンがない場合もありますので事前に必ず接種希望の 

医療機関に申込みください。 

問健康福祉課健康係（飯野出張所☎024-562-4224） 

平成２６年度 家族介護者交流事業（介護者のつどい）のご案内 

要介護３以上の方を在宅介護している家族を対象に「介護者のつど

い」を開催します。今回は県北地方の方が対象です。（相馬地方の方

は 11月に予定）ぜひ参加してください。 

○日時…平成 26年 10月３日（金）11時～15時 

○場所…土湯温泉「福うさぎ」（食事付き日帰り入浴） 

※村役場飯野出張所から現地までバスが出ます。（10時出発予定） 

参加申込み及びお問合せは下記までご連絡ください。 

問飯舘村地域包括支援センター（飯野出張所☎024-562-4214） 

社 会 福 祉 協 議 会 臨 時 職 員 募 集 

○ 採用職種…生活支援相談員 1人（業務内容…生活相談・支援業務） 
○ 応募資格…30歳から 55歳程度で、福祉事業に理解がありパソコ   

ンが使える方(入力程度) 
○ 勤務場所…飯舘村社会福祉協議会（〒960-1301 福島市飯野町字後川３-１） 

○ 勤務日・勤務時間…毎週月曜から金曜 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
○ 休日…土・日、祝日、年末年始※月１回程度休日勤務あり 

○ 応募方法…履歴書を村社会福祉協議会に持参、または郵送 
○ 受付期間…平成 26年９月 16日（火）※郵送必着 

○ 試  験…平成 26年９月 24日（水）午後１時 30分（予定） 
〇 会  場…飯舘村役場飯野出張所 

○ 採用予定…平成 26年 10月１日（予定） 

問…飯舘村社会福祉協議会 いいの交流館内（☎024-562-3622） 

借上げ住宅入居者対象「お茶のみ会」のご案内 

日 程 場 所 時 間 対 象  

９月 24日（水） 福島市 

杉妻学習センター 午前 10時～ 

午後 1時 

 

５区～８区 

16区～20区 

９月 25日（木） 福島市 

渡利学習センター 

１区～４区 

９区 

９月 30日（火） 福島市 

杉妻学習センター 
10区～15区 

□問飯舘村社会福祉協議会 いいの交流館内（☎024-562-3622） 

村携帯サイトへアクセス 

村からの情報のメール配信サービス登録はこちらから行えます。 

パソコンからはこちら http://www.vill.iitate.fukushima.jp/saigai/ 


